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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第13期
第１四半期
累計(会計)期間

第12期

会計期間
自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日

自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日

売上高 (千円) 328,154 1,639,341

経常損失(△) (千円) △100,607 △2,160

四半期(当期)純損失(△) (千円) △110,267 △91,905

持分法を適用した場合の投資損益 (千円) △5,366 △33,402

資本金 (千円) 1,014,145 1,014,145

発行済株式総数 (株) 5,586,600 5,586,600

純資産額 (千円) 357,627 467,894

総資産額 (千円) 600,989 748,543

１株当たり純資産額 (円) 64.80 84.78

１株当たり四半期(当期)純損失(△) (円) △19.98 △20.19

潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益 (円) ─ ─

１株当たり配当額 (円) ― ―

自己資本比率 (％) 59.5 62.5

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △35,472 9,319

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △106,714 13,638

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △13,332 △115,862

現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 (千円) 172,878 328,398

従業員数 (名) 68 83

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失を計上し

ているため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成21年３月31日現在

従業員数(名) 68

(注) １　従業員数は、当社から他社への出向者を除く就業人員数であります。 

２　従業員数が当第１四半期会計期間において15名減少しておりますが、主として平成20年12月8日付で実施した

転職支援制度の利用に伴う退職及び自己都合退職によるものであります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社では、当第１四半期会計期間において生産に該当する事項はありません。

　
(2) 受注実績

当第１四半期会計期間における受注実績を事業の種類別及び商品別に示すと、次のとおりであります。

　
項目 受注高(千円) 受注残高(千円)

メディア事業

メール広告 164,888 22,301

リサーチ 32,085 ─

小計 196,975 22,301

 Ｅコマース事業 142,842 ─

合計 339,818 22,301

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 受注残高は、広告主から申込書を受け入れており、いまだ役務を提供していないものの金額を記載しておりま

す。

３ 当第１四半期会計期間より従前の「マーケティング事業」は、「メディア事業」に名称変更しております。

　

(3) 販売実績

当第１四半期会計期間における販売実績を事業の種類別及び商品別に示すと、次のとおりであります。

　
項目 販売高(千円)

メディア事業

メール広告 153,224

リサーチ 32,085

小計 185,311

 Ｅコマース事業 142,842

合計 328,154

(注) １ 当第１四半期会計期間より従前の「マーケティング事業」は、「メディア事業」に名称変更しております。

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

　

相手先
当第１四半期会計期間

販売高(千円) 割合(％)

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ 57,391 17.5

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

（1）経営成績の分析

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、金融マーケットの混乱が引き続き波紋を広げ、企業収益

の悪化や景気停滞といった実体経済への影響がより深刻化しております。その経済環境に歩調を合わせ

るように、㈱電通発表の「日本の広告費」によると平成20年における日本の広告市場は６兆6,926億円

と、前年比4.7％の減少となっております。一方、当社が属するインターネット広告市場規模は、平成20年

6,983億円と前年比16.3％の拡大を続け、景気後退が影響しつつも、一定の市場成長を継続しております。

　　

こうした環境のもと、当社は、平成21年5月1日を合併期日として、株式会社インタースパイアとの吸収

合併契約を締結し、モバイル（携帯電話）インターネットマーケティングという高い成長性が見込まれ

る事業領域へ展開することを決議いたしております。同時に、既存事業を収益性の高いメール広告関連の

事業に集約し、一方で広告宣伝費や人件費等の削減を行うことによって、早期の採算性改善を目指して取

り組んでまいりました。

上記の結果、当第１四半期会計期間においては、事業の集約及び競争激化の影響にて売上高は328,154

千円となりました。一方、Ｅコマース事業の業容拡大に伴い、売上原価は162,464千円、広告宣伝費や合併

に伴う人件費等の削減により、販売費及び一般管理費は227,945千円となり、この結果、営業損失は62,256

千円となりました。

また、合併に伴う諸費用等により、経常損失は100,607千円となり、四半期純損失110,267千円となりま

した。

　

（2）財政状態の分析

当第１四半期会計期間末における総資産は、600,989千円となり、前事業年度末に比べ、147,553千円の

減少となりました。流動資産は519,507千円となり、前事業年度末に比べ87,844千円の減少となりました。

主な要因につきましては、現金及び預金の減少、売上債権の減少によるものです。

固定資産は81,482千円となり、前事業年度末に比べ59,709千円減少いたしました。主な要因につきまし

ては、東京本社移転に伴う敷金の減少によるものです。

当第１四半期会計期間末における負債は、243,362千円なりました。前事業年度末に比べ37,286千円の

減少となりました。その主な要因といたしましては、借入金の返済によるものであります。
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（3）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期会計期間において、現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前事業年度末に比

べ155,519千円減少し、当第１四半期会計期間末には、172,878千円となりました。

当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローは、以下のとおりであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は、35,472千円となりました。主な要因は、税引前四半期純損失の計上及び

売掛債権の増減等による収入が買掛債務の増減等による支出を上回ったことによるものです。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、106,714千円となりました。主な要因は、短期金銭融資による支出によ

るものであります。

　

（財政活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、13,332千円となりました。主な要因は、長期借入金の返済によるもので

あります。

　

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　

（5）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあ

りません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 22,346,400

計 22,346,400

　

② 【発行済株式】

　

種類

第１四半期会計期間

末現在発行数(株)

(平成21年３月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成21年５月15日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 5,586,60018,628,830
大阪証券取引所

ヘラクレス市場
単元株式数は100株であります。

計 5,586,60018,628,830― ―

(注) １　株式会社インタースパイアとの合併に伴い、平成21年５月１日をもって発行済株式総数が13,042,230株増加し

ております。

２　提出日現在の発行数には、平成21年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商法に

基づき発行された新株引受権の権利行使を含む。）により発行された株式数は、含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

①　旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権(ストックオプション)に関する事項は、次のとお　　りで
あります。

　
　　臨時株主総会の決議日(平成13年５月28日)

　
第１四半期会計期間末現在

(平成21年３月31日)

新株予約権の数（個） ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 291,600　(注)２、３

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,000　(注)４

新株予約権の行使期間 平成13年５月28日から平成23年５月27日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 1,000

資本組入額 500

新株予約権の行使の条件

平成13年５月28日開催の臨時株主総会及び同日開催の取

締役会の決議に基づき、当社と付与対象者の間で締結する

「新株引受権付与契約」に定めるものとする。(注)５

新株予約権の譲渡に関する事項 ―

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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(注) １　当該ストックオプションは、当社取締役、使用人及び新事業創出促進法第11条ノ５第２項に規定する認定支援

者に対して付与したものであります。

２　新株予約権の目的となる株式の数は、権利付与対象者の権利行使および退職等に伴い、権利付与対象ではなく

なった株式の数を控除した残数を記載しております。

３　新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割等により払込金額を下回る価格で新株を発行するとき

は、次の調整式により調整される。なお、調整前払込金額は、１株当たりの払込金額の調整式(コンバージョン

・プライス方式)による調整前の払込金額を意味し、調整後払込金額は、同調整式による調整後の払込金額を

意味する。

調整後新株数　＝
調整前新株数　×　調整前払込金額

調整後払込金額

４　１株当たりの払込金額は、当社が株式分割等により払込金額を下回る価格で新株の発行が行われる場合は、次

の調整式(コンバージョン・プライス方式)により調整される。調整により生じる１円未満の端数は切り上げ

る。なお、合併、資本の減少、株式の併合等が行われる場合にも調整されるものとする。

調整後払込金額　＝
既発行株式数×調整前払込金額＋新発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新発行株式数

５　主な新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

①　権利を付与された者は、当社株券が日本証券業協会に登録された日、又はいずれかの金融商品取引所に上場

された日(以下「株式公開日」という。)以降、以下の区分に従って、付与された権利の一部又は全部を行使

することができる。なお、(ア)又は(イ)の場合に生ずる端株は(ウ)に繰り越すものとする。

(ア)　株式公開日の１年後の応答日以降、付与された権利のうち、３分の１の権利を行使することができる。

(イ)　株式公開日の１年６ヶ月後の応答日以降、付与された権利のうち、３分の２の権利を行使することが

できる。

(ウ)　株式公開日の２年後の応答日以降、付与された権利のすべてを行使することができる。

②　上記①に従い権利行使が可能となった新株引受権は、権利を与えられた者が死亡した場合には、死亡の日後

１年内に限りその相続人が新株引受権を行使することができる。

③　権利を付与された者(ただし、認定支援者を除く)が、当社の役員又は使用人たる地位を失った場合、これを行

使することはできない。

　　その他の条件については、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株引

受権付与契約」に定めるところによる。
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臨時株主総会の決議日(平成13年11月16日)

　
第１四半期会計期間末現在

(平成21年３月31日)

新株予約権の数（個） ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,300　(注)１，２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,000　(注)３

新株予約権の行使期間 平成13年11月16日から平成23年11月15日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 1,000

資本組入額 　500

新株予約権の行使の条件

平成13年11月16日開催の臨時株主総会及び同日開催の取

締役会の決議に基づき、当社と付与対象者の間で締結する

「新株引受権付与契約」に定めるものとする。(注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 ―

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権の目的となる株式の数は、権利付与対象者の権利行使および退職等に伴い、権利付与対象ではなく

なった株式の数を控除した残数を記載しております。

２　新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割等により払込金額を下回る価格で新株を発行するとき

は、次の調整式により調整される。なお、調整前払込金額は、１株当たりの払込金額の調整式(コンバージョン

・プライス方式)による調整前の払込金額を意味し、調整後払込金額は、同調整式による調整後の払込金額を

意味する。

調整後新株数　＝
調整前新株数　×　調整前払込金額

調整後払込金額

３　１株当たりの払込金額は、当社が株式分割等により払込金額を下回る価格で新株の発行が行われる場合は、次

の調整式(コンバージョン・プライス方式)により調整される。調整により生じる１円未満の端数は切り上げ

る。なお、合併、資本の減少、株式の併合等が行われる場合にも調整されるものとする。

調整後払込金額　＝
既発行株式数×調整前払込金額＋新発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新発行株式数

４　主な新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

①　権利を付与された者は、当社株券が日本証券業協会に登録された日、又はいずれかの金融商品取引所に上場

された日(以下「株式公開日」という。)以降、以下の区分に従って、付与された権利の一部又は全部を行使

することができる。なお、(ア)又は(イ)の場合に生ずる単元未満株は(ウ)に繰り越すものとする。

(ア)　株式公開日の１年後の応答日以降、付与された権利のうち、３分の１の権利を行使することができる。

(イ)　株式公開日の１年６ヶ月後の応答日以降、付与された権利のうち、３分の２の権利を行使することが

できる。

(ウ)　株式公開日の２年後の応答日以降、付与された権利のすべてを行使することができる。

②　上記①に従い権利行使が可能となった新株引受権は、権利を与えられた者が死亡した場合には、死亡の日後

１年内に限りその相続人が新株引受権を行使することができる。

③　権利を付与された者が、当社の役員又は使用人たる地位を失った場合、これを行使することはできない。

　　その他の条件については、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株引

受権付与契約」に定めるところによる。
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② 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)に
関する事項は、次のとおりであります。

　

定時株主総会の決議日(平成17年３月25日)

　
第１四半期会計期間末現在

(平成21年３月31日)

新株予約権の数（個） 926　(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 92,600　(注)１、２

新株予約権の行使時の払込金額（円）  758　(注)３

新株予約権の行使期間 平成20年１月１日から平成22年５月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 758

資本組入額 379

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権　

　　者」という。)は、新株予約権の行使時においても当

社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位

にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定

年による退職の場合はこの限りではない。

② その他の条件については、当社と新株予約権者との

間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところ

による。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する

ものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、権利付与対象者の権利行使および退職等に伴い、権

利付与対象ではなくなった新株予約権の数及び株式の数を控除した残数を記載しております。

２　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

　　ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割

もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。

３　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未

満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合 (新株予約権の行使により新株

を発行する場合を除く) は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切

り上げる。

　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１

株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
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定時株主総会の決議日(平成18年３月24日)

　
第１四半期会計期間末現在

(平成21年３月31日)

新株予約権の数（個）  565 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 56,500　(注)１、２

新株予約権の行使時の払込金額（円）   708　(注)３

新株予約権の行使期間 平成22年１月１日から平成26年12月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 708

資本組入額 354

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権

者」という。)は、新株予約権の行使時においても当社

及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位に

あることを要する。ただし、任期満了による退任、定年

による退職の場合はこの限りではない。

② その他の条件については、当社と新株予約権者との

間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところ

による。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する

ものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、権利付与対象者の権利行使および退職等に伴い、権

利付与対象ではなくなった新株予約権の数及び株式の数を控除した残数を記載しております。

２　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

　　ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割

もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。

３　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未

満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合 (新株予約権の行使により新株

を発行する場合を除く) は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切

り上げる。

　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１

株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
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(3) 【ライツプランの内容】

　　該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
（千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年１月１日

～

平成21年３月31日

― 5,586,600― 1,014,145― 335,776

(注) 株式会社インタースパイアとの合併に伴い、平成21年５月１日をもって株式会社インタースパイアの普通株式

１株に対して、当社の普通株式478株を割当交付しております。これにより、同日をもって、発行済株式総数が

13,042,230株、資本金が294,483千円、資本準備金が194,483千円それぞれ増加しております。

　

(5) 【大株主の状況】

当第1四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認出来ず、記載す
ることができませんので、直前の基準日である平成20年12月31日の株主名簿により記載しております。

　

① 【発行済株式】

　 　 　 平成20年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　 　67,900

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　5,518,200 55,182 ―

単元未満株式 普通株式　　　　500 ― ―

発行済株式総数 5,586,600― ―

総株主の議決権 ― 55,182 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権2個)含まれており

ます。

２　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式32株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成20年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社エルゴ・ブレインズ

東京都港区南青山三丁目2
番5号

67,900 ― 67,900 1.22

計 ― 67,900 ― 67,900 1.22

　（注）株式会社エルゴ・ブレインズは、平成21年５月１日付で、株式会社スパイアに商号を変更しております。

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
　１月

　
２月

　
３月

最高(円) 178 180 174

最低(円) 158 163 155

(注)　最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレス市場におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、当第１四半期累計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）については、「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50

号）附則第６条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則を早期に適用しており

ます。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期累計期間(平成21年１月１日か

ら平成21年３月31日まで)に係る四半期財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビューを受けて

おります。

　

３　四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２

項により、当社では、子会社の資産、売上高等からみて、当企業集団の財政状況及び経営成績に関する合理的

な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

①資産基準 0.0％

②売上高基準 0.0％

③利益基準 0.0％

④利益剰余金基準 0.1％

※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成21年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 172,878 328,398

受取手形及び売掛金 134,159 211,949

商品及び製品 31,427 35,528

仕掛品 9 15

原材料及び貯蔵品 69 22

未収入金 90,648 431

短期貸付金 70,000 －

その他 20,539 31,217

貸倒引当金 △224 △212

流動資産合計 519,507 607,351

固定資産

有形固定資産 ※
 31,224

※
 24,447

無形固定資産 15,599 13,133

投資その他の資産

破産更生債権等 123,210 123,210

その他 39,557 108,510

貸倒引当金 △123,210 △123,210

投資損失引当金 △4,899 △4,899

固定資産合計 81,482 141,191

資産合計 600,989 748,543

負債の部

流動負債

買掛金 18,273 25,750

1年内返済予定の長期借入金 39,996 39,996

未払金 72,138 60,131

未払法人税等 1,454 7,547

その他 11,344 32,630

流動負債合計 143,207 166,055

固定負債

長期借入金 80,012 93,344

ポイント引当金 20,142 21,249

固定負債合計 100,154 114,593

負債合計 243,362 280,648
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成21年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,014,145 1,014,145

資本剰余金 692,738 692,738

利益剰余金 △1,308,735 △1,198,467

自己株式 △40,521 △40,521

株主資本合計 357,627 467,894

純資産合計 357,627 467,894

負債純資産合計 600,989 748,543
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(2)【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

当第１四半期累計期間
(自 平成21年１月１日
 至 平成21年３月31日)

売上高 328,154

売上原価 162,464

売上総利益 165,689

販売費及び一般管理費 ※
 227,945

営業損失（△） △62,256

営業外収益

受取利息 354

業務受託料 600

その他 127

営業外収益合計 1,081

営業外費用

支払利息 767

財務調査費 25,000

その他 13,666

営業外費用合計 39,433

経常損失（△） △100,607

特別損失

有形固定資産売却損 2,612

特別退職金 6,102

特別損失合計 8,714

税引前四半期純損失（△） △109,322

法人税、住民税及び事業税 945

法人税等調整額 －

法人税等合計 945

四半期純損失（△） △110,267
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

当第１四半期累計期間
(自 平成21年１月１日
 至 平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △109,322

減価償却費 3,847

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12

ポイント引当金の増減額（△は減少） △1,106

受取利息及び受取配当金 △354

支払利息 767

有形固定資産除却損 2,612

売上債権の増減額（△は増加） 77,790

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,060

仕入債務の増減額（△は減少） △7,476

未払金の増減額（△は減少） 8,301

未収入金の増減額（△は増加） △381

その他 △9,732

小計 △30,981

利息及び配当金の受取額 354

利息の支払額 △1,035

法人税等の支払額 △3,809

営業活動によるキャッシュ・フロー △35,472

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △7,387

無形固定資産の取得による支出 △4,445

短期貸付けによる支出 △70,000

その他 △24,882

投資活動によるキャッシュ・フロー △106,714

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △13,332

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △155,519

現金及び現金同等物の期首残高 328,398

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 172,878
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期会計期間
(自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日)

　当社は、当第１四半期会計期間において62,256千円の営業損失を計上し、未だ収益基盤が安定した状況にないと

判断され、当第１四半期会計期間末において継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

　当社は、当該状況を解消するべく、平成21年５月１日を効力発生日として、株式会社インタースパイアを吸収合併

し、モバイルインターネット領域の売上高の拡大と、オフィスや人員の共有化によるコスト削減を図ってまいりま

す。インターネットマーケティングの中でも相対的に高い成長が見込まれるモバイルインターネットマーケティ

ングの領域で新たな収益機会を得ながら、既存事業はメディア事業（従来のデータベースマーケティング関連事

業を合併を機に名称変更）に集約するとともに、オフィス統合や間接費共有化によりコストの削減を行うことに

よって、早期に採算性を改善してまいりたいと存じております。

　上記状況を総合的に勘案した結果、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、当該重要な疑義の

影響を四半期財務諸表には反映しておりません。

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第１四半期累計期間
(自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日)

１　会計処理の原則及び手続の変更

①たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　当第１四半期会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を

適用し、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。この結果、従来の方法

によった場合に比べて、当第１四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は837千円増加して

おります。

 

②リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　企業会計基準第13号 平成19年３月30日改

正）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第16号 平成

19年３月30日改正）が平成20年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、当第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を早期に適用し、通常の売買取引に係る

会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法に

ついては、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。　

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取

引に準じた会計処理を引き続き採用しております。これによる損益に与える影響はありません。
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期累計期間

(自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日)

固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している有形固定資産の減価償却については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法

により算定しております。

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第１四半期累計期間

(自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日)

　該当事項はありません。
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【追加情報】

当第１四半期累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

当社と株式会社インタースパイアは平成20年12月８日に、平成21年５月１日を合併期日とする吸収合併

契約を締結いたしました。当該合併契約は平成21年３月25日開催の当社定時株主総会と株式会社インター

スパイアの臨時株主総会においてそれぞれ承認されました。合併契約の要旨は次のとおりです。

１　合併の目的

株式会社インタースパイア（以下「インタースパイア」という。）は、携帯電話におけるインターネット

マーケティング領域で事業を展開し、高い成長性と営業力を持った会社であり、同社と経営統合することに

より、高い成長性が見込まれる事業領域への展開と、更なる営業力の強化、組織の効率化と強固な財務体質

の確保を図ってまいります。

２　合併の要旨

（1）合併の日程

両社の合併承認株主総会 平成21年３月25日

合併期日（効力発生日） 平成21年５月１日

（2）合併の方式

当社を吸収合併存続会社、インタースパイアを吸収合併消滅会社とする吸収合併方式となります。

（3）合併比率

会社名
当社

（存続会社）

インタースパイア

（消滅会社）

合併比率 1 478

①株式の割当比率

インタースパイアの普通株式１株に対して、当社の普通株式478株を割当交付いたします。

②合併により発行する新株式数

普通株式 13,042,230株
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（4）合併比率の算定根拠等

①算定の基礎

当社及びインタースパイアは、本合併に用いられる合併比率の算定にあたって公正性を期すため、日

興コーディアル証券株式会社（以下「日興コーディアル証券」という）を、ファイナンシャル・アド

バイザーとして任命して合併比率の算定を依頼し、「合併比率算定書」を受領しております。両社は、

合併比率算定書における算定結果を参考として、協議を重ねた結果、最終的に上記合併比率が妥当であ

るとの判断に至り合意いたしました。

②算定の経緯

日興コーディアル証券は、本合併における算定手法を検討した結果、当社が上場会社であり、市場株

価が存在することから市場株価法による算定を行うと同時に、多面的な評価を行うため、両社共通の算

定手法としてディスカウント・キャッシュフロー法（以下「DCF法」という）を採用し、合併比率の分

析・評価を実施しています。

　なお、日興コーディアル証券による合併比率算定書は、当社の取締役会が合併比率を決定する際の参

考情報として作成されたものであり、両社間で合併・決定された合併比率の公正性について意見を表

明するものではありません。

　

日興コーディアル証券による合併比率の算定結果の概要は以下のとおりです。

算定方法 合併比率

（当社＝1.00）当社 インタースパイア

市場株価法
DCF法

518.2～699.8

DCF法 435.5～657.8

　(注)市場株価法においては、平成20年12月５日を算定基準日として、算定基準日から１ヶ月間及び３ヶ月間の大阪証券

取引所ヘラクレスにおける当社普通株式の終値平均株価を採用いたしました。なお、インタースパイアのDCF法を

前提とした将来の利益計画においては、前年度対比30％を超える利益の増加を見込んでいます。これは、モバイル

広告代理店及びモバイルメディアレップ事業、利益率の高いモバイルメディア事業の売上拡大を見込んでいるた

めです。

　

③算定機関との関係

算定機関である日興コーディアル証券は、当社及びインタースパイアの関連当事者には該当いたし

ません。
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（5）消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

インタースパイアが発行している新株予約権につきましては、合併期日をもって消滅し、当該新株予約権

の予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付します。消滅する新株予約権と新たに交付する

新株予約権の内容は以下のとおりです。

　
株式会社インタースパイア 株式会社エルゴ・ブレインズ

第１回新株予約権 第４回新株予約権

発行日 平成20年3月28日 平成21年5月1日

新株予約権の割当対象者 役員、社員
株式会社インタースパイア

第１回新株予約権者

新株予約権の数 1,074個 1,074個

新株予約権の目的となる種類

株式会社インタースパイア 株式会社エルゴ・ブレインズ

普通株式 普通株式

　 単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式数 1,074株 513,372株

新株予約権行使時の振込金額 44,000円 93円

新株予約権行使期間
平成22年５月１日から 平成22年５月１日から

平成27年４月30日まで 平成27年４月30日まで

　

　
株式会社インタースパイア 株式会社エルゴ・ブレインズ

第２回新株予約権 第５回新株予約権

発行日 平成20年11月28日 平成21年5月1日

新株予約権の割当対象者 役員、社員、社外協力者
株式会社インタースパイア

第２回新株予約権者

新株予約権の数 161個 161個

新株予約権の目的となる種類

株式会社インタースパイア 株式会社エルゴ・ブレインズ

普通株式 普通株式

　 単元株式数は100株であります。

新株予約権の目的となる株式数 161株 76,958株

新株予約権行使時の振込金額 55,000円 116円

新株予約権行使期間
平成23年１月１日から 平成23年１月１日から

平成28年12月31日まで 平成28年12月31日まで

（注）株式会社エルゴ・ブレインズは、平成21年５月１日付で、株式会社スパイアに商号を変更しております。
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（6）当該合併の相手会社の概況（平成20年３月31日現在）

商号 株式会社インタースパイア

事業内容 モバイルメディア事業及びモバイルレップ事業

設立年月日 平成16年12月15日

本店所在地 東京都港区南青山三丁目２番５号

代表者の役職・氏名 代表取締役社長　早川　与規

資本金 228,483千円

発行済株式総数 24,885株

純資産 163,618千円（連結）

総資産 928,616千円（連結）

決算期 3月31日

従業員数 39名（連結）

主要取引先

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

株式会社ミクシィ

株式会社ディー・エヌ・エー

（注）インタースパイアは、平成20年11月14日を振込期日とする第三者割当増資を実施しており平成21年３月31日現在

の資本金及び発行済株式総数は次のとおりとなっております。

資本金 294,483千円

発行済株式総数 27,285株

　

最近３年間に終了した各事業年度の業績

（単位：千円）

決算期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

売上高 76,977 1,134,352 3,032,895

営業利益 △82,698 △81,403 17,265

経常利益 △82,678 △81,516 14,659

当期純利益 △83,086 △96,653 2,493

１株当たり当期純利益(円) ─ ─ 102

１株当たり配当金(円) ─ ─ ─

１株当たり純資産(円) 25,696 8,264 6,574

（注）インタースパイアは、平成18年３月期は連結財務諸表を作成していないため、平成18年３月期は非連結の業績を

記載しております。

　

３　合併後の状況

商号 株式会社スパイア

事業内容 モバイル広告事業、メディア事業、Eコマース事業

本店所在地 東京都港区南青山三丁目２番５号

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 CEO 早川　与規

資本金 1,308,628千円（予定）

純資産 未定（現時点では確定しておりません。）

総資産 未定（現時点では確定しておりません。）

決算期 12月31日
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第１四半期会計期間末
(平成21年３月31日)

前事業年度末
(平成20年12月31日)

※　有形固定資産の減価償却累計額

　 109,095千円

　有形固定資産の減価償却累計額には減損損失累計額が
含まれております。

※　有形固定資産の減価償却累計額

　 117,464千円

　有形固定資産の減価償却累計額には減損損失累計額が
含まれております。

　

(四半期損益計算書関係)

　
当第１四半期累計期間
(自　平成21年１月１日 
 至　平成21年３月31日)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

　　は、次のとおりであります。

給与手当 86,883千円

　

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期累計期間
(自　平成21年１月１日 
 至　平成21年３月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 172,878千円

現金及び現金同等物 172,878千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期会計期間末（平成21年３月31日）及び当第１四半期累計期間(自　平成21年１月１日　至　平成

21年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 5,586,600

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 67,932

　

　

３　新株予約権等に関する事項

区分 内訳 目的となる株式の種類
目的となる株式の数

(株)
当第１四半期会計期間
末残高(千円)

提出会社

平成13年５月
新株引受権

普通株式 291,600 ─

平成13年11月
新株引受権

普通株式 2,300 ─

平成17年12月
新株予約権

普通株式 92,600 ─

平成18年４月
新株予約権（注）

普通株式 56,500 ─

合計 ─ ─ ─

(注)　平成18年４月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

　　　該当事項はありません。

　

　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　　　　該当事項はありません。
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(リース取引関係)

当第１四半期累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

リース取引開始日が会計基準適用開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当第１四半期会計期間末におけるリース取

引残高は、前事業年度の末日と比較して著しい変動はありません。

　

(有価証券関係)

当第１四半期会計期間末（平成21年３月31日）

著しい変動はないため、注記は省略しております。

　

(デリバティブ取引関係)

当第１四半期累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第１四半期累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

当第１四半期累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

当第１四半期累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

関連会社に対する投資の金額（千円） 0

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 9,402

持分法を適用した場合の投資利益又は損失（△）の金額（千円） △5,366

（注）前事業年度において投資損失引当金4,899千円を計上しております。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期会計期間末
(平成21年３月31日)

前事業年度末
(平成20年12月31日)

　 　

１株当たり純資産額 64円80銭
　

　 　

１株当たり純資産額 84円78銭
　

　

２　１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
当第１四半期累計期間
(自　平成21年１月１日 
 至　平成21年３月31日)

１株当たり四半期純損失 19円98銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─

１株当たり四半期純損失であるため記載しておりませ
ん。
 

(注)　１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第１四半期累計期間
(自　平成21年１月１日 
 至　平成21年３月31日)

四半期損益計算書上の四半期純損失(千円) △110,267

普通株式に係る四半期純損失(千円) △110,267

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式の期中平均株式数(株) 5,518,668

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在

株式について前事業年度末から重要な変動がある

場合の概要

─

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年５月15日

株式会社スパイア

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　宍戸　通孝　　　　　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　川村　敦　　　　　　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社スパイア（旧社名　株式会社エルゴ・ブレインズ）の平成21年１月１日から平成21年12月31日までの第

13期事業年度の第１四半期累計期間(平成21年１月１日から平成21年３月31日まで)に係る四半期財務諸表、

すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期

財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社スパイア（旧社名　株式会社エルゴ・ブレイン

ズ）の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

追記情報

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当第１四半期会計期間において62,256千円

の営業損失を計上し、未だ収益基盤が安定した状況にはないと判断され、継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在している。当該状況に対する経営者の対応等は当該注記に記載されている。四半期財務諸表は継続企業

を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期財務諸表には反映していない。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

　

EDINET提出書類

株式会社スパイア(E05222)

四半期報告書

31/31


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期財務諸表
	(1)四半期貸借対照表
	(2)四半期損益計算書
	第１四半期累計期間

	(3)四半期キャッシュ・フロー計算書
	継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
	四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更
	簡便な会計処理
	四半期財務諸表の作成に特有の会計処理
	追加情報
	注記事項


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

